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施
設
入
所
や
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

利
用
時
の
食
費
・
居
住
費
が
減
額

さ
れ
る
、現
在
使
用
し
て
い
る「
介

護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
（
紫

色
）」
の
有
効
期
限
は
、
６
月　

日
３０

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
認
定
証
の
更
新
受
付
は
、

７
月
１
日
�
か
ら
行
う
予
定
で
す
。

　

詳
し
く
は
６
月
下
旬
に
、
自
宅

ま
た
は
入
所
施
設
へ「
更
新
案
内
」

と
「
申
請
書
」
を
郵
送
し
ま
す
の

で
、
ご
覧
の
上
、
手
続
き
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
新
規
の
申
請
は
、
随
時

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

問　

介
護
保
険
課
（
内
線
２
４
４

２
・
２
４
３
９
）・
各
総
合
支
所
保

健
福
祉
課

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
世
帯
は
、
毎
年
必
ず
前
年
の
所

得
金
額
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、

申
告
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

　

国
保
加
入
世
帯
の
中
に
、
一
人

で
も
未
申
告
の
方
が
い
る
と
、
保

険
税
の
軽
減
や
高
額
療
養
費
の
負

担
限
度
額
の
判
定
が
で
き
な
く
な

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問　

保
険
年
金
課
（
内
線
２
３
３

７
・
２
３
３
８
・
２
３
３
９
）・
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

軽
減
期
間

　

保
険
税
に
適
用
さ
れ
る
期
間
と

高
額
療
養
費
な
ど
に
適
用
さ
れ
る

期
間
は
異
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

申
・
問　

保
険
年
金
課（
内
線
２
３

３
７
・
２
３
３
８
・
２
３
３
９
）・
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課
・
各
支
所

軽
減
内
容

　

保
険
税
の
所
得
割
を
算
定
す
る

際
、
失
業
し
た
日
の
翌
日
か
ら
そ

の
翌
年
度
末
ま
で
の
間
、
非
自
発

的
失
業
者
の
給
与
所
得
を　

分
の

１００

　

と
し
て
算
定
し
ま
す
。
ま
た
、

３０高
額
療
養
費
な
ど
の
所
得
区
分
判

定
に
つ
い
て
も
、
非
自
発
的
失
業

者
の
給
与
所
得
を　

分
の　

と
し

１００

３０

て
算
定
し
ま
す
。

申
請
方
法

　

保
険
証
・
印
か
ん
・
雇
用
保
険

受
給
資
格
者
証
を
持
参
し
、
軽
減

申
請
書
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
際
、
雇
用
保
険
受
給
資
格
者

証
の
写
し
を
と
ら
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

　

な
お
、
申
請
受
付
は
４
月
か
ら

行
っ
て
い
ま
す
が
、
保
険
税
へ
の

適
用
は
８
月
に
送
付
す
る
確
定
賦

課
以
降
に
加
入
期
間
分
を
軽
減
し

ま
す
。

　

平
成　

年
４
月
よ
り
、
非
自
発

２２

的
な
失
業
（
離
職
）
に
よ
り
国
民

健
康
保
険
に
加
入
し
た
方
に
対
す

る
保
険
税
の
軽
減
措
置
が
始
ま
り

ま
し
た
。

対
象
者　

次
の
す
べ
て
の
条
件
を

満
た
す
方

①
平
成　

年
３
月　

日
以
降
に
失

２１

３１

業
（
離
職
）
し
た
方

②
失
業
（
離
職
）
時
点
で　

歳
未

６５

満
の
方

③
雇
用
保
険
の
「
特
定
受
給
資
格

者
」
ま
た
は
「
特
定
理
由
離
職
者
」

※
③
の
確
認
方
法

「
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
」の
第

１
面
「
離
職
年
月
日　

理
由
」
欄

に
記
載
の
番
号
で
確
認
し
ま
す
。

・
特
定
受
給
資
格
者
の
記
載
番
号

　
　

・　

・　

・　

・　

・　

１１

１２

２１

２２

３１

３２

・
特
定
理
由
離
職
者
の
記
載
番
号

　
　

・　

・　

２３

３３

３４

※
「
特
定
受
給
資
格
者
」
と
は
…

倒
産
・
解
雇
な
ど
に
よ
る
離
職

※
「
特
定
理
由
離
職
者
」
と
は
…

雇
い
止
め
な
ど
に
よ
る
離
職

非
自
発
的
失
業
者
に
係
る

国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減

措
置

※
非
自
発
的
失
業
者

と
は
…
働
く
能
力
も

意
思
も
あ
る
が
、
雇

用
機
会
が
な
く
て
生

じ
る
失
業（
離
職
）者

の
こ
と
で
す
。

　

特
別
な
理
由
が
な
く
保
険
料
を

滞
納
し
た
ま
ま
の
方
に
は
、
通
常

の
被
保
険
者
証
（
保
険
証
）
よ
り

有
効
期
間
の
短
い
保
険
証
（
短
期

証
）
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

　

保
険
料
は
納
期
内
に
き
ち
ん
と

納
め
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

保
険
証
の
更
新
に
つ
い
て
は
、

市
報
７
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問　

保
険
年
金
課
（
内
線
２
３
４

９
）・
宮
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合　

�　

－

　

－

１
０
２

０２２

２６６

１
・
１
０
２
６

国
民
健
康
保
険
加
入

の
皆
さ
ん

簡
易
申
告
は
お
済
み

で
す
か
？

介
護
保
険
負
担
限
度

額
認
定
証
の

更
新
受
付
は
、
７
月

か
ら
で
す

◇保険税に適用される期間
失業（離職）日  → 軽減期間
平成 21年３月 31 日～平成 22 年 3月 30 日 → 平成 23 年３月まで
平成 22年３月 31 日～平成 23 年 3月 30 日 → 平成 24 年３月まで
◇高額療養費などに適用される期間
失業（離職）日 → 軽減期間
平成 21年３月 31 日～平成 22 年 3月 30 日 → 平成 23 年７月まで
平成 22年３月 31 日～平成 23 年 3月 30 日 → 平成 24 年７月まで
※軽減期間中に職場の健康保険に加入し、国保の資格を喪失した場合は、軽
減措置は終了します。

後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
保
険
証
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・
あ
な
た
だ
け
が
散
歩
を
し
て
い

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
リ
ー

ド
は
短
く
持
っ
て
！

・
公
園
や
野
原
な
ど
で
も
マ
ナ
ー

を
守
っ
て
、
リ
ー
ド
を
し
っ
か
り

持
っ
て
！

・
散
歩
中
は
、
必
ず
ビ
ニ
ー
ル
袋

な
ど
を
用
意
し
て
お
き
、
フ
ン
を

し
た
ら
後
始
末
を
！

問　

環
境
対
策
課
（
内
線
３
３
６

９
）

去
勢
・
避
妊
手
術
を
受
け
ま
し
ょ

う
。

放
し
飼
い
は
法
律
・
条
例
に
よ
り

飼
い
主
が
罰
せ
ら
れ
ま
す

・
首
輪
と
リ
ー
ド
を
つ
け
る
の
は

飼
い
主
の
義
務
で
す
。

・
広
場
や
公
園
だ
か
ら
と
、
リ
ー

ド
を
手
放
し
て
散
歩
さ
せ
る
の
も

違
反
と
な
り
ま
す
。

散
歩
の
仕
方

・
犬
は
運
動
不
足
に
な
る
と
ス
ト

レ
ス
が
た
ま
っ
て
か
み
つ
い
た
り
、

無
駄 
吠 
え
し
て
近
所
に
大
変
迷
惑

ぼ

を
か
け
て
し
ま
い
ま
す
。
散
歩
は

十
分
に
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

犬
や
猫
の
フ
ン
公
害
で
迷
惑
し

て
い
る
苦
情
が
頻
繁
に
あ
り
ま
す
。

　

犬
猫
の
責
任
で
は
な
く
、
飼
い

主
の
マ
ナ
ー
が
よ
く
な
い
の
で
す
。

ま
た
、
飼
い
主
で
な
く
て
も
、
野

良
猫
に
餌
を
与
え
る
こ
と
は
、
猫

に
そ
こ
が
居
心
地
の
い
い
場
所
で

あ
る
と
い
う
印
象
を
与
え
、
野
良

猫
の
増
加
と
フ
ン
公
害
に
つ
な
が

り
ま
す
。
野
良
猫
に
餌
を
与
え
る

の
で
あ
れ
ば
、
フ
ン
を
自
宅
で
す

る
よ
う
に
き
ち
ん
と
し
つ
け
て
、

愛
情
と
責
任
を
も
っ
て
最
後
ま
で

飼
い
ま
し
ょ
う
。

犬
や
猫
を
捨
て
な
い
で
！

　

飼
え
な
く
な
っ
た
か
ら
と
い
っ

て
安
易
に
捨
て
た
り
せ
ず
、
終
生

ま
で
一
緒
に
暮
ら
し
て
く
だ
さ
い
。

例
え
ば
、
あ
な
た
の
家
の
前
に

ペ
ッ
ト
を
捨
て
ら
れ
た
ら
ど
ん
な

気
持
ち
に
な
る
で
し
ょ
う
？
捨
て

ら
れ
た
ペ
ッ
ト
の
気
持
ち
は
？
責

任
を
持
っ
て
飼
う
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

※
犬
や
猫
の
繁
殖
を
希
望
し
な
い

飼
い
主
は
、
獣
医
師
と
相
談
し
て

・
狂
犬
病
予
防
注
射
は
毎
年
４
月

〜
６
月
の
間
に
行
う
こ
と
と
法
律

で
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
左
記
動
物

病
院
で
、
犬
の
登
録
お
よ
び
狂
犬

病
予
防
注
射
が
受
け
ら
れ
ま
す
の

で
、
忘
れ
ず
に
注
射
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

問　

環
境
対
策
課　

（
内
線
３
３

６
６
・
３
３
６
９
）・
各
総
合
支
所

市
民
生
活
課

・
新
た
に
犬
を
飼
う
場
合
は
、
飼

い
始
め
た
日
か
ら　

日
以
内
に
、

３０

子
犬
の
場
合
は
生
後　

日
を
過
ぎ

９０

た
日
か
ら　

日
以
内
に
必
ず
登
録

３０

し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
す
で
に
犬
を
飼
っ
て
い

る
方
で
、
ま
だ
登
録
を
済
ま
せ
て

い
な
い
方
も
必
ず
登
録
し
て
く
だ

さ
い
。

・
犬
の
登
録
は
生
涯
で
１
回
で
す

が
、
狂
犬
病
予
防
注
射
は
毎
年
１

回
受
け
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

ペ
ッ
ト
は
大
切
な

パ
ー
ト
ナ
ー

電話番号住　　　所動物病院名

８４-１６２２東松島市赤井字川前二２２４-４早 坂 動 物 病 院

９６-８１０６石巻市蛇田字新金沼４８-１
パ ス カ ル 犬 猫
ク リ ニ ッ ク

２２-６１００石巻市立町一丁目４－１７シートン動物病院

７３-２０３４石巻市須江関ノ入１０１－２首 藤 動 物 病 院

９３-２７８６石巻市中里七丁目４－１２あ べ 動 物 病 院

７３-２４７８石巻市広渕字砂３－１０畠山獣医科医院

９２-５６２２石巻市伊原津一丁目４－３０ぐりーむ動物病院

６７-３０６４石巻市北上町長尾字下沢３５佐藤獣医科病院

２５-１２３０石巻市宇田川町２－１２こんどう動物病院

83-9707東松島市大曲字堰の内南119-2オーク動物病院

愛
犬
家
の
皆
さ
ん
へ

犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注
射
を
忘
れ
ず
に
！

　

守
ら
な
い
と
法
律
に
よ
り
飼
い
主
が
罰
せ
ら
れ
ま
す

　市議会では、市民の皆さんに、議会活動への
理解を深めていただくため、議場コンサートを
開催しています。
　特に今回は、新庁舎での最初のコンサートと
なります。多くの皆さんのご来場をお待ちして
います。
と  き　６月 18日（金）
　　　　〔第２回定例会初日 ≪予定≫〕
　　　　午後０時 20分～午後０時 40分
ところ　石巻市議会議事堂（市役所６階）
入場無料
※当日は、午後１時から、本会議が行われる予
定です。この機会に市議会本会議も、ぜひ、傍
聴してください。
問　議会事務局（内線 6915・6916）

石巻市議会

「第10回議場コンサート」
出演 石巻地区広域行政事務組合消防音楽隊


